
岡崎市土地改良事業促進事務費補助金交付要綱

岡崎市土地改良事業促進事務費補助金交付要綱を次のとおり定める。

（目的）

第１条 この要綱は、農業生産性の効率化並びに農用地の集団化を図るた

め、ほ場整備事業（区画整理、農業用排水路並びに農道及び農業用施設

の整備事業であって、別に定める土地改良事業等採択要綱の要件を満た

すもの。）を行う土地改良区等に対し、予算の範囲内において岡崎市土

地改良事業促進事務費補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とに関し、必要な事項を定めるものとする。

（規則との関係）

第２条 補助金の交付に関しては、岡崎市市費補助金等に関する規則（昭

和34年岡崎市規則第３号。以下「規則」という。）の規定によるほか、

この要綱の定めるところによる。

（補助対象事業）

第３条 この要綱において補助対象事業は、県営土地改良事業、団体営土

地改良事業及び単独市費土地改良事業のうちほ場整備事業とする。

（申請者の資格）

第４条 補助金の交付を申請することのできる者は、次の各号に掲げる者

とする。

⑴ 土地改良法（昭和24年法律第195号）第10条第２項の規定による土地

改良区の理事長

⑵ 土地改良法第95条第３項において準用する同法第10条第１項の規定

により、愛知県知事の認可を受けた者又はその代表者

⑶ 前各号に掲げる者のほか、農業者が組織する団体で市長が適当と認

めた者

（補助対象経費）

第５条 補助金は、当該年度に行うほ場整備事業に伴う事務費に対して交

付する。



（補助金の額）

第６条 補助金の額は、次の各号による。ただし、前条の補助対象経費が

次の各号に満たない時は、補助対象経費以内とし、千円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てる。

⑴ ほ場整備事業の認可された年度         1,000,000円 

 ⑵ ほ場整備事業として認可された事業期間のうち当初認可された年度

の翌年度から事業完了年度の前年度まで 400,000円

 ⑶ ほ場整備事業の事業期間のうち事業完了年度   1,000,000円 

（交付申請）

第７条 補助金の交付を申請しようとする者は、岡崎市土地改良事業促進

事務費補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添え、

事業に着手する前に、市長に提出しなければならない。

 ⑴ 補助金の交付を受けようとする事業に係る収支予算書 

⑵ 申請者予算書 

（交付決定）

第８条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を

精査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、岡崎市土地改良

事業促進事務費補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通

知するものとする。

２ 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件

を付することができる。

（実績報告）

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、岡崎市土地改良事業促進事務費補助金実績報告書（様式第３号）に

次の各号に掲げる書類を添え、補助事業の完了の日から起算して30日以

内若しくは当該年度に属する３月31日のいずれか早い日までに、市長に

提出しなければならない。

 ⑴ 補助金の交付の決定を受けた事業に要した経費の支払領収書の写し

⑵ 補助金の交付の決定を受けた事業に係る収支精算書 

  ⑶  その他市長が必要と認める書類 

（額の確定）



第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内

容を精査し、必要に応じて現地での検査を行い、事業の成果が補助金の

交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付

すべき補助金の額を確定し、岡崎市土地改良事業促進事務費補助金確定

通知書（様式第４号）により、補助事業者に通知するものとする。

（補助金の交付）

第11条 補助金は、前条に規定する額の確定後、補助事業者からの請求に

より交付する。

（財産処分の制限）

第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産

について、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、減価

償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定め

る耐用年数（同省例に定めのない財産にあっては市長が別に定める期間）

を経過したときは、この限りではない。

２ 補助事業者が、市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入が

あったときは、市長は、その収入額の全部又は一部を市に返納させるこ

とができる。

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）

第13条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告

により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、岡崎市

水路等維持管理事業費補助金に係る消費税額及び地方消費税額の額の確

定の報告書（様式第５号）を市長に速やかに提出するものとする。

２ 市長は、前項の報告があった場合には、既に交付した補助金の全部又

は一部の返還を請求することができる。

３ 前２項の規定は、第10条に基づく補助金の額の確定があった後におい

ても適用があるものとする。

４ 第８条の規定は、第２項に基づく返還があった場合について準用する。

（雑則）

第14条 この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。



２ この要綱は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。

附 則

この要綱は、平成10年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成27年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成30年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から適用する。



様式第１号（第７条関係）

岡崎市土地改良事業促進事務費補助金交付申請書

年 月 日

（宛先）岡崎市長

（申請者）住所

氏名 （※）

（※）本人（代表者）が手書きしない場合は、

記名押印してください。

岡崎市土地改良事業促進事務費補助金交付要綱第７条の規定に基づき、次のと

おり関係書類を添えて補助金の交付を申請します。

１ 補助事業の目的

２ 補助事業の内容

３ 補助事業の完了予定期日

４ 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎

５ 補助事業の経費の配分及び経費の使用方法

６ 添付書類



様式第２号（第８条関係）

岡崎市指令 第 号

様

年 月 日付けで交付申請のありました岡崎市土地改良事業促進事務費

補助金について、次のとおり交付することを決定しました。

年 月 日

岡崎市長

１ 補助金の対象となる事業及びその内容は 年 月 日付けによる交付申

請書記載のとおりとします。

２ 補助事業に要する経費及び補助金の額は次のとおりとします。

補助事業に要する経費 ￥ ，‐

補 助 金 の 額 ￥ ，‐

３ 補助事業に要する経費の配分は、前記交付申請書記載のとおりとします。

４ 補助金の額は、補助事業に要する経費の確定額が、２の「補助事業に要する

経費」を超える場合においても２の「補助金の額」とし、２の「補助事業に

要する経費」を下回った場合においては２の「補助金の額」は変更するもの

とします。

５ 補助条件は次のとおりとします。



様式第３号（第９条関係）

岡崎市土地改良事業促進事務費補助金実績報告書

年 月 日

（宛先）岡崎市長

（補助事業者）住所

氏名 （※）

（※）本人（代表者）が手書きしない場合は、

記名押印してください。

年 月 日付け 岡崎市指令 第 号で岡崎市土地改良事業促進事務費

補助金の交付決定がありました事業は、次のとおり完了しました。

１ 補助事業の名称

２ 補助金の交付決定額及びその精算額

３ 補助事業の実施期間

４ 補助事業の成果

５ 添付書類



様式第４号（第10条関係）

岡崎市指令 第 号

様

年 月 日付けで実績報告のありました岡崎市土地改良事業促進事務費

補助金について、次のとおり確定しました。

年 月 日

岡崎市長

１ 交付決定金額 \ ，‐

２ 確 定 金 額 \ ，‐



様式第５号（第13条関係）

令和 年度消費税額の額の確定に伴う報告書

令和 年 月 日

（宛先）岡 崎 市 長

申込者 住 所

事 業 者 名

代表者氏名 ㊞

※自署または記名押印

担当者氏名

連絡先（電話）

岡崎市土地改良事業促進事務費補助金交付要綱第 13 条第１項の規定に基づき、

下記のとおり報告します。

記

１ 補助金額の確定額

金 円

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額（要補助金返還相当額）

金 円


